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呼吸器科 診療停止のお知らせ 

 

独立行政法人労働者健康安全機構 

福島労災病院長 齋藤 清  

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当院の診療にご理解とご協

力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、諸般の事情により、このたび、令和 8 年３月 31 日（火）を以て呼吸器科の診療を

停止することとなりました。 

なお、呼吸器科領域における悪性腫瘍症例、気胸、胸壁・胸膜腫瘍、膿瘍形成等につき

ましては、呼吸器外科で診療を行います。 

突然のご連絡で皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げ

ます。今後の対応につきまして、下記の通りご案内申し上げます。 

記 

【呼吸器科に通院している方】 

  当院の内科医が責任を持って、近隣の連携医療機関へご紹介、もしくは当院の各診療 

科へご紹介させていただき、令和８年３月 31日を以て呼吸器科の診療を停止いたしま 

す。 

 

【呼吸器科に通院していない方】 

１月 14日以降、新たな診療は受け付けておりませんので、他の医療機関での受診をお 

願いします。 

以上 


